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地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その５） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろですが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添５までのとおり取りま

とめましたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 

なお、「疑義解釈資料の送付について（その２）」（令和８年４月１日事務連絡）別添１の

問 26及び問 143について、別添６のとおり訂正します。 

また、「疑義解釈資料の送付について（その４）」（令和８年４月 21日事務連絡）別添１

の問 19、問 20及び問 24は、廃止します。 



医－2 

（答）特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実

績件数に含めない。 

 

【病棟薬剤業務実施加算】 

問５ 区分番号「Ａ２４４」病棟薬剤業務実施加算について、病棟ごとに「病

棟薬剤業務実施加算１」又は「病棟薬剤業務実施加算２」を分けて届け出

ることは可能か。 

（答）不可。「病棟薬剤業務実施加算１」の実績要件については保険医療機関全

体で満たす必要があり、保険医療機関として「病棟薬剤業務実施加算１」

又は「病棟薬剤業務実施加算２」のどちらかしか届出できない。 

なお、「病棟薬剤業務実施加算３」は、「病棟薬剤業務実施加算１」又は

「病棟薬剤業務実施加算２」とは別に届出することが可能である。 

 

【排尿自立支援加算】 

問６ 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として「Ａ２５１」

排尿自立支援加算の届出が要件となったが、排尿自立支援加算の要件であ

る研修には、具体的にはどのような研修が該当するか。 

（答）「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成 28年３月 31日事務連絡）

別添１の問 97 に示す研修の他に、以下の研修が該当する。なお、「Ｂ００

５－９」外来排尿自立指導料の要件である研修についても同様である。 

・全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会 

・東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト（T-GAP） 排尿機能回

復に向けた治療とケア講座 

・日本リハビリテーション病院・施設協会 下部尿路機能障害の排尿ケア

講座 

・回復期リハビリテーション病棟協会 排尿自立支援加算 研修会 

いずれの研修も、医師・看護師共通要件である部分と看護師の要件であ

る部分に分かれており、それぞれ必要な部分を全て受講することで要件を

満たす。 

 

【心不全再入院予防継続管理料】 

問７ 「Ｂ００１－10」心不全再入院予防継続管理料の留意事項通知（６）に

おいて、「「１」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同

一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機

関の外来を受診した場合について、「１」を算定した同一月において「２」

は算定できない。」とあるが、 

①「１」を算定した患者が退院し、「１」を算定した同一月に、入院して

いた保険医療機関以外の保険医療機関（入院保険医療機関と特別の関係
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